
1. 事業主体とその実施体制

事業主体

事業の実務を担う事業所

〒

番地等

都 区 一番町1-1

令和 8 年 6 月 30 日

　　（交付申請日より30日以降であること）

↓

令和 9 年 1 月 15 日

　　（工事費の支払いが完了する日）

↓

令和 9 年 1 月 29 日

　　（補助事業完了日から30日以内に完了報告書を提出すること。

　　　但し2027年１月29日を最終期限とする。(公共事業を除く)）

事業実施の担当者

２．事業実施のスケジュール

事業にかかる浄化槽が
設置されている施設の名称

株式会社全浄連　中野支店

事業にかかる浄化槽が
設置されている住所事業の実施場所

(浄化槽設置住所)

(郡)市町村

氏名

所在地（書類の送付先を記入すること）

東京都中野区一番町１－１

03-32××-9××8

FAX

03-32××-5××7

都道府県

E-mailアドレス

中野支店 施設管理係

def@example.com

162-08××

別紙1　　浄化槽システムの脱炭素化推進事業　 実施計画書

（２）30人槽以上の既設合併処理浄化槽から先進的省エネ型浄化槽への交換事業

（１）30人槽以上の既設合併処理浄化槽に係る最新型の高効率機器への改修事業

事業実施の責任者
（事業の実務を担う部署
や事業所の責任者）

株式会社全浄連

株式会社全浄連　中野支店

事業の種別
(該当する事業に☑を入れる)

氏名 所属・役職

浄連　一郎 中野支店長

FAX電話番号

03-32××-9××7 03-32××-5××7

電話番号

所属・役職

全連　花子

E-mailアドレス 所在地

東京都中野区一番町１－１abc@example.com

着工予定日

補助事業完了予定日

完了報告予定日

東京 中野

申請する事業を選択して

チェックを入れること。

プルダウンで選択

交付決定日は申請日より３０日を目安としており、

交付決定日以降でなければ着工は認められない。

様式第１交付申請書の4 補助

事業の完了予定年月日と同じ

日付であること。また、工事

が終了（完了）する日では

なく、補助事業の完了日は

工事費の支払いが完了する

日なので間違えないこと。

申請の主体が法人や団体なのか個人なのか、また工事業者

との打ち合わせを行う窓口はどこなのかを明確にする。

予定の期間内に完了しないと見込まれる場合は

様式第８による遅延報告書の提出が必要となる。

確実に完了が見込まれる日付を記入する。
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